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「とくしま『働き方改革』推進宣言」を採択しました 
 

～宣言公表は１１月１３日～  
 

 徳島県における働き方改革の推進について協議する徳島雇用政策協議会※（座長 徳

島労働局長 鈴木 麻里子）は、本日、徳島地方合同庁舎にて会議を開催し、「とくしま

『働き方改革』推進宣言」を採択しました。 

 この宣言は、徳島労働局、徳島県を含む行政機関、経済団体、労働団体及び関係団体

を構成員とする「徳島雇用政策協議会」が、徳島における魅力ある職場環境づくりを推

進し、特に中小企業の雇用環境・生産性の向上につながる「働き方改革」推進のために、

連携・協力していくことを表明するものです。 

 なお、１１月１３日に開催される「『働き方改革』スタートアップシンポジウム」にお

いて、宣言団体が一堂に会し、公表を行います。 

  

「働き方改革」スタートアップシンポジウム 

１ 日 時 平成３０年１１月１３日（火） １３時３０分から１７時 

２ 会 場 パークウエストン 徳島市南前川町３丁目１－２２ 

３ 主 催 徳島県、徳島労働局 

４ 取  材 可 

「働き方改革」スタートアップシンポジウムのプログラムは、基調講演、トークセ

ッション、同時開催にて徳島県働き方改革推進支援センターによる労務管理等に関

する個別相談会もあります（事前申込必要） 

   なお、推進宣言の公表は、１６時２５分からを予定しています。 

【宣言団体】 

徳島県経営者協会、徳島県商工会議所連合会、徳島県商工会連合会、 

徳島県中小企業団体中央会、日本労働組合総連合会徳島県連合会、   

一般社団法人徳島県銀行協会、公益財団法人とくしま産業振興機構、 

徳島県社会保険労務士会、四国経済産業局、徳島県、徳島労働局、 

四国税理士会徳島県支部連合会 
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関する法律」（以下、「改正法」という）公布に伴い設置された協議会。 

改正法の一部、「雇用対策法」が、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律」に改められ、同法第 10 条の 3 に「国は、労働時間の短

縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者

の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中

小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その

他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれら

の者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。」とされた。 

 


